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令和元年５月橋本市議会臨時会会議録（第１号）その２ 

令和元年５月13日（月） 

                                          

○議会事務局長（福井直記君）おはようござ

います。一般選挙後、初めての議会でござい

ますので、議長が選挙されるまでの間、地方

自治法第107条の規定により、年長議員が臨時

に議長の職務を行うことになっております。 

 出席議員中、中本議員が年長の議員であり

ますので、ご紹介申し上げます。 

 中本議員、議長席へお着き願います。 

○臨時議長（中本正人君）ただ今紹介されま

した、中本であります。 

 地方自治法第107条の規定により、臨時に議

長の職務を行います。何とぞよろしくお願い

申し上げます。 

                     

（午前９時30分 開議） 

○臨時議長（中本正人君）ただ今の出席議員

数は17人で、定足数に達しております。 

                     

○臨時議長（中本正人君）これより令和元年

５月橋本市議会臨時会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 この際、議事進行上、仮議席を指定いたし

ます。仮議席は、ただ今ご着席の議席と指定

いたします。 

 市長から発言の申し出がありますので、こ

れを許します。 

 市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）おはようございます。

令和元年５月市議会臨時会の開会にあたりま

して、一言ごあいさつを申し上げます。 

 議員の皆さまには、ご多用の中ご出席を賜

り、厚く御礼を申し上げます。 

 また、厳しい選挙戦を経て見事に当選の栄

誉を得られましたことに対し、心から敬意を

表しますとともに、改めてお喜びを申し上げ

ます。誠におめでとうございます。今後の活

躍を心から期待申し上げます。 

 さて、４月24日にＮＨＫのプレスリリース

があり、2019年の大河ドラマ「いだてん～東

京オリムピック噺～」田畑政治篇で、橋本市

名誉市民で日本女性初のオリンピック金メダ

リストである前畑秀子の出演が決定しまし

た。2020年に東京オリンピックを控え、前畑

さんを主人公としたＮＨＫ朝ドラ誘致をめざ

していた橋本市にとっては念願の朗報であり、

私も大変感激をしています。 

 大河ドラマでの前畑秀子役は、現在テレビ

ドラマやコマーシャルにも多数出演してい

る19歳の女優、上白石萌歌さんが演じること

となり、６月30日から放送が開始されます。

ＮＨＫ大河ドラマで前畑さんが取り上げられ

ることにより、橋本市の知名度も上がり、今

後ますます観光客の誘致や地域産業の活性化

にもつながることが期待され、このチャンス

を十分に生かし、町の元気につなげたいと考

えています。 

 議員各位には、これまでの誘致活動に感謝

いたしますとともに、これからも「いだてん」

のＰＲにご協力賜りますよう、よろしくお願

い申し上げます。 

 また、クールジャパンアワード2019に応募

していたヘラブナ釣りと紀州へら竿のまち橋

本が、このたびクールジャパンアワードに認

定されるという知らせを受け、国際的な視点

で評価されたことに深く感銘をしています。

今後、ニューヨークの常設展示ギャラリーで

展示される等、国内外への発信をサポートし

ていただけるとのことで、この認定が今後紀

州へら竿の販路拡大や販売促進、また観光振
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興の追い風になることを願っています。 

 長い連休の間に、祝賀ムードの中、令和の

時代を迎えました。時代が変わったといえ本

市を取り巻く厳しい状況は今後も続いていき

ますし、取り組まなければならない課題も山

積をしております。今後もこれまで取り組ん

できた実績を基盤として、10年先、20年先を

見通し、持続的に成長する橋本市となるよう

改革改善にチャレンジしてまいりますので、

議員各位のご理解、ご協力をお願い申し上げ

まして、開会のあいさつとさせていただきま

す。 

                     

○臨時議長（中本正人君）この際、暫時休憩

いたします。 

（午前９時35分 休憩） 

                     

（午前10時10分 再開） 

○臨時議長（中本正人君）休憩前に引き続き

会議を開きます。 

                     

 日程第１ 議長の選挙 

○臨時議長（中本正人君）これより日程に入

り、日程第１ 議長の選挙 を行います。 

 議場の閉鎖を命じます。 

（議場閉鎖） 

○臨時議長（中本正人君）ただ今の出席議員

は17人であります。 

 投票用紙を配付いたします。 

（職員 投票用紙配付） 

○臨時議長（中本正人君）投票用紙の配付も

れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○臨時議長（中本正人君）配付もれなしと認

めます。 

 投票箱を改めさせます。 

（投票箱点検） 

○臨時議長（中本正人君）異状なしと認めま

す。 

 念のため申し上げます。投票は単記無記名

であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記

載の上、点呼に応じて順次投票願います。 

 点呼を命じます。 

○議会事務局次長（笹山 奨君） 

１番 岡本安弘議員  ２番 垣内憲一議員 

３番 土井裕美子議員  ４番 森下伸吾議員 

６番 辻本 勉議員  ７番 石橋英和議員 

８番 杉本俊彦議員  ９番 南出昌彦議員 

10番 髙本勝次議員  11番 阪本久代議員 

12番 小林 弘議員  13番 田中博晃議員 

14番 小西政宏議員  15番 堀内和久議員 

16番 樽井豪男議員  17番 岡 弘悟議員 

18番 中本正人議員 

○臨時議長（中本正人君）投票もれはありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○臨時議長（中本正人君）投票もれなしと認

めます。 

 投票を終了いたします。 

 議場の閉鎖を解きます。 

（議場開鎖） 

○臨時議長（中本正人君）開票を行います。 

 会議規則第31条第２項の規定により、立会

人に９番 南出君、10番 髙本君、16番 樽

井君、以上３人を指名いたします。 

 よって、３人の立ち会いを願います。 

（立会人 所定の位置につく） 

○臨時議長（中本正人君）開票は職員にいた

させます。 

（職員 開票） 

○臨時議長（中本正人君）それでは、選挙の

結果を報告いたします。 

 投票総数17票、これは先ほどの出席議員数

に符合いたしております。そのうち有効投

票14票、無効投票３票。有効投票中、 

  土井裕美子君     ７票 
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  阪本久代君     ２票 

  田中博晃君     ５票 

 以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は４票であります。

よって、土井裕美子君が議長に当選されまし

た。 

 ただ今、議長に当選されました土井裕美子

君が議場におられますので、本席から会議規

則第32条第２項の規定による告知をいたしま

す。 

 当選人の発言を許します。 

 土井君。 

〔議長（土井裕美子君）登壇〕 

○議長（土井裕美子君）ただ今、議長選挙に

おきまして、議長に就任させていただくこと

になりました。皆様、誠にありがとうござい

ます。大変光栄に思うわけでございますが、

その職務の重要さを考えますと、本当に身の

引き締まる思いでございます。 

 さて、橋本市議会におきましては、以前よ

り議会基本条例を制定いたしまして議会報告

会を積極的に開催するなど、市民にとりまし

ても開かれた議会というのをめざして議会改

革を進めてまいりました。今後も今までの議

会改革をしっかりと検証しながら、さらに課

題となっております議員間討議であるとか、

それから、反問権の導入、また、市民の皆さ

まを巻き込んだ形での議員研修会などを、も

ちろん議員の皆さま方とともに議論し考えて

まいりたいというふうに思っております。議

会改革を後退することなく、さらなる躍進を

めざして努力してまいりたいというふうに考

えております。 

 また、二元代表制の一役を担う議会でござ

いますので、山積する行政課題がございます。

執行機関ともしっかりと真摯に向き合い議論

を重ねながら、市民の皆様の付託にしっかり

とお応えできるように、公平公正な議会の運

営を努めてまいりたいというふうに考えてお

りますので、どうか今後とも皆さま方の温か

いご指導と、そして、ご協力を賜りますよう

に心からお願いを申し上げまして、私の就任

のごあいさつにかえさせていただきます。 

 本当にありがとうございました。今後とも

どうぞよろしくお願いをいたします。（拍手） 

○臨時議長（中本正人君）これをもちまして、

臨時議長の職務を全て終了いたしました。議

員各位のご協力、誠にありがとうございまし

た。 

 それでは、議長、議長席にお着き願います。 

                     

 日程第２ 議席の指定 

○議長（土井裕美子君）それでは、これより、

本日この後の議事日程を配付いたさせます。

配付願います。 

（議事日程配付） 

○議長（土井裕美子君）日程第２ 議席の指

定を行います。 

 議席は会議規則第４条第１項の規定により、

議長において指定をいたします。 

 ただ今ご着席のその席を、皆さま方の議席

といたします。 

 今臨時会に出席の説明員については、お手

元に出席説明員表を配付いたしております。 

                     

○議長（土井裕美子君）この際、諸般の報告

をいたします。 

 市長から、令和元年５月７日付、橋総第46

号をもって、本日招集の市議会臨時会に提出

する議案７件が送付されております。議案は

お手元に配付いたしております。これを今会

期中にご審議願います。 

 次に、監査委員から平成31年３月28日付、

橋監委第58号をもって、平成30年度第２次定

期監査実施報告書提出がありましたので、そ

の写しを配付いたしております。 
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 次に、市長から、平成31年４月19日付、橋

総第35号をもって、平成30年度分債権放棄の

報告がありましたので、その写しを配付して

おります。それぞれご覧願います。 

 以上で報告を終わります。 

                     

 日程第３ 会議録署名議員の指名 

○議長（土井裕美子君）日程第３ 会議録署

名議員の指名 を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第88条

の規定により、議長において１番 岡本君、16

番 樽井君の２人を指名いたします。 

                     

 日程第４ 会期決定について 

○議長（土井裕美子君）日程第４ 会期決定

について を議題といたします。 

 お諮りいたします。今臨時会の会期は本日

５月13日及び14日の２日間といたしたいと思

います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、会期は本日５月13日及び14日の２日間

と決定いたしました。 

 この際、暫時休憩いたします。 

（午前10時31分 休憩） 

                     

（午前11時00分 再開） 

○議長（土井裕美子君）それでは、休憩前に

引き続き会議を開きます。 

                     

 日程第５ 副議長の選挙 

○議長（土井裕美子君）日程第５ 副議長の

選挙 を行います。 

 議場の閉鎖を命じます。 

（議場閉鎖） 

○議長（土井裕美子君）ただ今の出席議員数

は17人であります。 

 投票用紙を配付いたさせます。 

（職員 投票用紙配付） 

○議長（土井裕美子君）投票用紙の配付もれ

はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）配付もれなしと認め

ます。 

 投票箱を改めさせます。 

（投票箱点検） 

○議長（土井裕美子君）異状なしと認めます。 

 念のため申し上げます。投票は単記無記名

であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記

載の上、点呼に応じて順次投票を願います。 

 点呼を命じます。 

○議会事務局次長（笹山 奨君） 

１番 岡本安弘議員  ２番 垣内憲一議員 

４番 森下伸吾議員  ６番 辻本 勉議員 

７番 石橋英和議員  ８番 杉本俊彦議員 

９番 南出昌彦議員  10番 髙本勝次議員 

11番 阪本久代議員  12番 小林 弘議員 

13番 田中博晃議員  14番 小西政宏議員 

15番 堀内和久議員  16番 樽井豪男議員 

17番 岡 弘悟議員  18番 中本正人議員 

３番 土井裕美子議長 

○議長（土井裕美子君）投票もれはありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）投票もれなしと認め

ます。 

 投票を終了いたします。 

 議場の閉鎖を解きます。 

（議場開鎖） 

○議長（土井裕美子君）それでは、開票を行

います。 

 会議規則第31条第２項の規定により、立会

人に２番 垣内君、８番 杉本君、14番 小

西君、以上３名を指名いたします。 

 よって、３人の立ち会いを願います。 
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（立会人 所定の位置につく） 

○議長（土井裕美子君）開票は職員にいたさ

せます。 

（職員 開票） 

○議長（土井裕美子君）それでは、選挙の結

果を報告いたします。 

 投票総数17票、これは先ほどの出席議員数

に符合いたしております。そのうち有効投

票17票、無効投票０票。有効投票中、 

  髙本勝次君    ２票 

  小林 弘君    15票 

 以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は５票であります。

よって、小林弘君が副議長に当選されました。 

 ただ今、副議長に当選されました小林弘君

が議場におられますので、本席から会議規則

第32条第２項の規定による告知をいたします。 

 当選人の発言を許します。 

 小林君。 

〔副議長（小林 弘君）登壇〕 

○副議長（小林 弘君）皆さま、改めまして、

こんにちは。市議会の皆さまのお力で、令和

元年に副議長にしていただきましたことを、

まず心から御礼を申し上げます。この橋本市

がますます発展されていくために、土井議長

はこの橋本市議会初の女性議長になられたん

ですが、まずおめでとうございます。その女

性議長の土井議長をお助けしながら、皆さん

とともに橋本市発展のため、また橋本市民の

方々が幸せに暮らしていけるために今後とも

努力してまいりたいと思いますので、どうか

よろしくお願いします。 

 甚だ簡単でございますけども、就任のあい

さつとさせていただきます。本日はありがと

うございました。（拍手） 

                     

 日程第６ 常任委員会委員の選任について 

○議長（土井裕美子君）それでは、日程第６ 

常任委員会委員の選任 を行います。 

 常任委員会委員の選任については、委員会

条例第８条第１項の規定により、議長より指

名いたします。 

 総務委員会委員に４番 森下君、６番 辻

本君、９番 南出君、10番 髙本君、15番 堀

内君、16番 樽井君、以上６人を。 

 経済建設委員会委員に２番 垣内君、３番 

土井、８番 杉本君、11番 阪本君、12番 小

林君、13番 田中君、以上６人を。 

 文教厚生委員会委員に１番 岡本君、５番

板橋君、７番 石橋君、14番 小西君、17番

岡君、18番 中本君、以上６人をそれぞれ指

名いたします。 

                     

 日程第７ 議会運営委員会委員の選任につ

いて 

○議長（土井裕美子君）日程第７ 議会運営

委員会委員の選任 を行います。 

 お諮りいたします。議会運営委員会の委員

の定数については、委員会条例第４条第２項

の規定により６人といたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、議会運営委員会の委員の定数を６人に

することに決しました。 

 議会運営委員会委員の選任については委員

会条例第８条第１項の規定により、議長より

指名いたします。 

 議会運営委員会委員に１番 岡本君、４番

森下君、８番 杉本君、11番 阪本君、15番

堀内君、16番 樽井君、以上６人を指名いた

します。 

                     

○議長（土井裕美子君）以上で、本日の日程

は終わりました。 

 本日はこれにて散会いたします。 
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（午前11時16分 散会）  

                                          

 


